
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
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酬
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査
支
払
規
則
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
規
則
例
（
昭
和
三
十
五
年
保
発
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
診
療
報
酬
の
請
求
」
の
下
に
「
又
は
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
た
費
用

の
請
求
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
一
月
十
二
日
保
連
発
○
一
一
二
第
二
号
、
こ
成
母
第
十
二
号
、
こ
家
支
第

八
号
、
こ
支
障
第
三
号
）
に
お
け
る
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
等
を
用
い
た
費
用
の
請
求
に
関
す

る
取
扱
要
領
」
に
定
め
る
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
」
を
加
え
、
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等

」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費

負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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